
測量、調査作業及び業務委託等必携　新旧対照表
1.測量業務共通仕様書

旧 新

【追加】

第109条 管理技術者
６．受注者は、管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇
用関係を有するものを配置しなければならない。
　(１)発注者は、管理技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有
していないことを発見した場合、また、その後に適切な管理技術者を配
置できなかった場合は、発注者による契約解除の対象とする場合があ
る。
　(２)なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設
工事入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
７．管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以
下、「直接雇用等」という。）を確認する書類は下表によることとする。な
お、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提示を求めた場
合は、　受注者は提示に応じなければならない。
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【追加】

第118条　成果品の提出
５．受注者は機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結
果一覧表の成果について、別途定める検定に関する技術を有する第三
者機関による検定を受けたうえで、発注者に提出するとともに、発注者
が指定する地盤情報データベースに登録しなければならない。

2.地質・土質調査共通仕様書

旧 新

【追加】

第108条 管理技術者
６．受注者は、管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇
用関係を有するものを配置しなければならない。
　(１)発注者は、管理技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有
していないことを発見した場合、また、その後に適切な管理技術者を配
置できなかった場合は、発注者による契約解除の対象とする場合があ
る。
　(２)なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設
工事入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
７．管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以
下、「直接雇用等」という。）を確認する書類は下表によることとする。な
お、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提示を求めた場
合は、　受注者は提示に応じなければならない。
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3.流量観測作業共通仕様書

旧 新

【追加】

第8条 管理技術者
５．受注者は、管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇
用関係を有するものを配置しなければならない。

(１)発注者は、管理技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有
していないことを発見した場合、また、その後に適切な管理技術者を配
置できなかった場合は、発注者による契約解除の対象とする場合があ
る。

(２)なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設
工事入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
６．管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以
下、「直接雇用等」という。）を確認する書類は下表によることとする。な
お、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提示を求めた場
合は、　受注者は提示に応じなければならない。
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4.設計業務等共通仕様書（第1編共通編）

【追加】

第1108条 照査技術者及び照査の実施
４．受注者は、照査技術者について当該社員として入札公告で定める雇
用関係を有するものを配置しなければならない。
（１）発注者は、照査技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有
していないことを発見した場合、また、その後に適切な照査技術者を配
置できなかった場合は、発注者による契約解除の対象とする場合があ
る。
（２）なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設
工事入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
５．照査技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以
下、「直接雇用等」という。）を確認する書類は前条第９項の一覧表によ
ることとする。なお、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提
示を求めた場合は、受注者は提示に応じなければならない。

旧 新

【追加】

第1107条 管理技術者
８．受注者は、管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇
用関係を有するものを配置しなければならない。
　(１)発注者は、管理技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有
していないことを発見した場合、また、その後に適切な管理技術者を配
置できなかった場合は、発注者による契約解除の対象とする場合があ
る。
　(２)なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設
工事入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
９．管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以
下、「直接雇用等」という。）を確認する書類は下表によることとする。な
お、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提示を求めた場
合は、　受注者は提示に応じなければならない。
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6.工事監督支援業務共通仕様書

第1006条 担当技術者の資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【追加】

第1006条 担当技術者
３．受注者は、担当技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係を有するも
のを配置しなければならない。
　(1)発注者は、担当技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有していないことを
発見した場合、また、その後に適切な担当技術者を配置できなかった場合は、発注者によ
る契約解除の対象とする場合がある。
　(2)なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設工事入札参加停止
要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
４．担当技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以下、「直接雇用等」
という。）を確認する書類は前条第９項の一覧表によることとする。
　なお、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提示を求めた場合は、受注者は
提示に応じなければならない。

旧 新

【追加】

第1005条 管理技術者
８．受注者は、管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係を有するも
のを配置しなければならない。
　(１)発注者は、管理技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有していないことを
発見した場合、また、その後に適切な管理技術者を配置できなかった場合は、発注者によ
る契約解除の対象とする場合がある。
　(２)なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設工事入札参加停
止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。
９．管理技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係（以下、「直接雇用等」
という。）を確認する書類は下表によることとする。なお、発注者が直接雇用等に関する証
明書類（原本）の提示を求めた場合は、　受注者は提示に応じなければならない。




